
 

出前講座 ゆいの里 

施設内職員研修会 

 
 

新年明けましておめでとうございます 
 

 

皆様おそろいでよいお年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年中は、皆

様のご支援やご指導をいただきありがとうございました。  

 ２０１０年は寅（とら）年です。十二支の「寅」は、人が謹んで助け合う意味があり、

格言では「寅千里を走り」ということで、非常に縁起が良い干支だそうです。  

 もだまとしましては、今年も会員の皆様や関係機関の方々などのお力を糧に強

く前進し、地域の方々に貢献できたらと、心新たにしております。  

 年始にあたり、皆様が輝かしい一年となりますよう心からお祈り申しあげます。 
 

 

 

もだまの活動の一つに成年後見制度普及・

啓発事業として、施設や団体主催の研修会に

講師として出向かせていただく出前講座を行

っています。  

去る１１月１０日に、もだまの事務所の近

くにあります高齢者施設、ゆいの里様の施設

内職員研修会の講師依頼があり、出前講座を

させていただきました。  

ゆいの里様では、特別養護老人ホームの他

に、ケアハウス、グループホーム、デイサー

ビスセンター等々を運営されています。核家

族化・高齢化の中で、利用者さんの生活環境

はさまざまですが、法人の理念、相互扶助「ゆ

い＝結」の精神のもとで、介護に携わる職員

の人材育成研修を月例で実施されており、今

回は「成年後見制度について」の勉強会を開

催されました。  

研修委員長さんとの事前の打ち合せで、「職

員の成年後見制度に対する理解や知識は温度

差があるため、出来るだけわかりやすい表現 

 

で、身近に利用できる

制度であることをア

ピールしてください」

とのことでした。  

限られた時間内で、どれだけの情報を伝え

られたか自信はありませんが、「こんなこと

でも相談にのってもらえるのか」「相談機関

の一つにもだまがある」など、もだまが地域

の皆様にとって身近な存在であることを頭の

片隅においていただけたら幸いと思っていま

す。  

当日は、昼間の仕事を終え大変お疲れの中、

ご参加いただきました多数の職員の皆さんあ

りがとうございました。  

このように、もだまでは成年後見制度普

及・啓発活動の一環として各施設や団体主催

の研修会に講師を派遣する出前講座を開催し

ておりますので、お気軽にご相談ください。  

 

 

 

 

もだま通信 
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特定非営利活動法人  

成年後見センターもだま  
守山市洲本町 55 番地  

蛍の里職員宿舎 202 号室  

TEL・FAX 077（585）5839 

E ﾒｰﾙ modama.npo@triton.ocn.ne.jp  



 

もだま理事・保護者  伊藤健一 

 
 

知的障害者にとって、財産管理はともかくとし

て身上監護が何よりも大切です。本人にとって

最も適した生き方を探してその方向へもってい

ってくれる人、そのためには日頃から障害者行

政の制度、仕組みや動きを知

りその情報を入手して本人

に生かすことが必要と思い

ます。それを頭の先から足の先

まで子供に係わっている親は知

らず知らずにやってきたのです。私自身親

に代わってこの役目を果たせる人はいない

と思っています。しかし親亡き後はどうするの

でしょうか。あなたなら身内（兄弟姉妹、親族）

にしますか、それとも第三者（個人、法人）に

しますか。昔は他人様にお世話になるより身内

でという考え方でしたが、今は大きく社会状況

が変わっています。少子高齢化と核家族化で、

身内も少なく、いても遠方というケースが多く

なりました。しかも障害者行政の制度が複雑で、

制度自体がコロコロと変わります。この仕組み

を知り、この変化に追いついていくのは大変で

す。これらのことを考えると、身上監護につい

て最も親に近い位置にいるのが施設や作業所ま

た後見センター”もだま”などの法人や組織だ

と思います。それは親と同じように組織とし

てその世界に係わっており、しかも組

織として多くの専門家が携わって

いるからです。ともかく施設や

作業所をはじめ障害者が

日常生活をおくる支援施

設の充実とともに、親に代

わり身上監護を担ってくれる

人や組織の整備も必要です。私たちはその代表

である”もだま”を軸にして、皆さんと共にそ

の充実を目指し活動する一方、親の切実な声と

して行政へ理解を求めることが必要だと思って

います。

  

  

 

 

 

 

             

 

 

日 時：平成22年 2月 20日（土） 午後１時30分～３時３０分  

場 所：守山市立吉身公民館 大会議室 

講 師：四条畷学園短期大学  教授  石川 肇 氏  

参加は無料、定員 1０0 名です。 

参加希望の方は、２月１０日までに下記申込書にて FAXまたはメール・電話で申込みしてください。  

手話通訳をご希望の方は、備考欄にご記入ください。  

 

 

★★★★ 会員募集しています ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

成年後見センターもだまの活動に賛同・支援いただける方を募集しています。  

正会員年会費       個人１口  ３，０００円      賛助会員年会費     個人１口  ２，０００円 

団体１口 １０，０００円                      団体１口  ５，０００円  

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

～前号よりの続きです～ 

 障がい者・高齢者が 安心・安全に生活するために 

－成年後見制度の利用を考えるー 
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